
 

 

令和４年１２月１９日 

清掃・リサイクル部 

事 業 課  

 

紙パック拠点回収事業の見直しについて 

 

１ 主旨 

区では、紙パックを有効な資源として、公共施設での拠点回収を行うとともに、令和３

年２月より、資源・ごみ集積所においても週１回の回収を実施している。 

一方、本年４月のプラスチック資源循環法施行に伴い、区民のプラスチックに対する資

源分別の意識向上がみられ、白色発泡トレイの排出量が増加傾向にあることから、拠点回

収事業の見直しを行う。 

 

２ 変更内容 

  公共施設の紙パック拠点回収を廃止し、白色発泡トレイの拠点回収場所や回収ボックス

スペースを拡大する。なお、紙パック拠点回収の廃止は、今年度末の各施設からの回収完

了後（最終回収日）とし、廃止後の紙パック回収ボックスは白色発泡トレイ用に変更する。 

    ※ 該当する施設については、別紙１「紙パック等回収施設一覧」のとおり。 

 

３ 区民への周知方法 

  回収ボックスへの表示、ホームページ、さんあーるアプリ等により周知を行う。（最低

２か月間の事前周知を予定。） 

   ※令和５年版資源・ごみの収集カレンダーへの反映は間に合わず、従来の表記のため、

ホームページ等で継続して案内する。 

 

４ 今後のスケジュール 

  令和５年２月 回収ボックス、ホームページ等で周知 

      ３月 紙パック回収終了、白色発泡トレイ回収ボックスに変更 

 

1



＊紙パック回収廃止後、紙パック回収ボックスが白色トレイ回収に変更となります。

番号 地域 施設名
紙パックが廃止
になる施設

白色トレイ
回収ボックス

1 池尻まちづくりセンター ○ 拡充

2 上馬まちづくりセンター ○ 拡充

3 桜丘区民センター 〇 拡充

4 下馬まちづくりセンター ○ 拡充

5 上町まちづくりセンター ○ 拡充

6 世田谷区役所第３庁舎前 〇 拡充

7 区役所三軒茶屋分庁舎 〇 拡充

8 弦巻区民センター 〇 拡充

9 中央図書館（教育会館） 〇 新設

10 デイ・ホーム弦巻 紙パック未実施 変更なし

11 デイホーム中丸 紙パック未実施 変更なし

12 宮坂区民センター 〇 拡充

13 経堂出張所 〇 拡充

14 若林まちづくりセンター 〇 拡充

15 松沢まちづくりセンター ○ 拡充

16 梅丘まちづくりセンター ○ 拡充

17 北沢総合支所 〇 拡充

18 きたざわ苑 〇 拡充

19 池之上青少年交流センター ○ 拡充

20 代沢まちづくりセンター ○ 拡充

21 代田区民センター 〇 拡充

22 新代田まちづくりセンター ○ 拡充

23 松原まちづくりセンター ○ 拡充

24 梅丘分庁舎 〇 拡充

別紙１

紙パック等回収該当施設一覧
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番号 地域 施設名
紙パックが廃止
になる施設

白色トレイ
回収ボックス

25 奥沢まちづくりセンター ○ 拡充

26 九品仏まちづくりセンター ○ 拡充

27 障害者休養ホームひまわり荘 紙パック未実施 変更なし

28 深沢まちづくりセンター ○ 拡充

29 玉川台区民センター 紙パック未実施 変更なし

30 玉川総合支所 〇 拡充

31 上野毛まちづくりセンター 〇 拡充

32 野毛図書室 ○ 拡充

33 用賀出張所 ○ 拡充

34 エコプラザ用賀 ○ 拡充

35 岡本福祉作業ホーム ○ 拡充

36 鎌田区民センター 紙パック未実施 変更なし

37 喜多見まちづくりセンター ○ 拡充

38 砧まちづくりセンター ○ 拡充

39 砧総合支所 ○ 拡充

40 祖師谷まちづくりセンター ○ 拡充

41 リサイクル千歳台 ○ 拡充

42 船橋まちづくりセンター ○ 拡充

43 芦花ホーム 〇 新設

44 粕谷区民センター 〇 拡充

45 上北沢ホーム 〇 拡充

46 上北沢まちづくりセンター ○ 拡充

47 上祖師谷まちづくりセンター ○ 拡充

48 上祖師谷ぱる児童館 ○ 拡充

49 烏山区民センター 〇 拡充

50 烏山総合支所 〇 拡充
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